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電動キックボードの四輪車との衝突実験方法* 
Crash Test Method for Electric Scooters in Collisions with Passenger Cars 

 

一色  孝廣*1 

Takahiro ISSHIKI 

 

 

日本国内で電動キックボードが関係する交通事故は増加傾向にあり，なかでも四輪車を相手

当事者とする事故は単独事故に次いで多い．一般財団法人日本自動車研究所（JARI）では，電

動キックボード乗員の衝突被害を軽減させる研究などに寄与すべく，電動キックボードと四輪

車の両車走行の事故を再現する衝突実験方法を確立した． 

 

KEY WORDS: 特定小型原動機付自転車，電動キックボード，四輪車，交通事故，出会い頭，両車走行，衝突実験 

 

 

1. はじめに 

電動キックボードは法規上，車体の大きさや原動機の出力，最高速度などによりいくつかの車両区分

に分類される．なかでも「特定小型原動機付自転車」に分類される機種は，16 歳以上が運転免許不要で

乗車できる新たな交通ルール 1) の適用や，シェアリングサービスの拡大などにより，日本国内で活用が

広まっている．それに伴い電動キックボードが関係する交通事故は増加傾向にあり，なかでも四輪車を

相手当事者とする事故は単独事故に次いで多くなっている 2)． 

電動キックボードは近年急速に活用が広まったモビリティであるため，四輪車との衝突における電動

キックボードの挙動や，乗員の受傷形態には不明な点が多い．電動キックボードの安全性を向上させる

には，四輪車との衝突を再現する手法を確立し，取得したデータを用いた衝突被害軽減の研究などを推

進させることが必要である． 

従来，一般財団法人日本自動車研究所（JARI）では，静止物に対する電動キックボード単独の衝突実

験方法 3) を確立していたが，走行中の四輪車などと出会い頭で衝突する場合のような，両車走行の衝突

実験方法については確立できていなかった．また，海外の先行する事例 4)～6) などにおいても，走行中の

四輪車などとの両車走行の衝突実験については確立された手法が見られなかった． 

以上の背景から，JARI では電動キックボードと四輪車の両車走行の事故を再現する衝突実験方法（図

1）を確立する研究を実施した．本稿では，その取り組みについて紹介する． 

 

 

図1  最終的に方法を確立した衝突実験の様子 
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2. 電動キックボードの衝突実験方法の概要 

電動キックボードは，二輪かつ乗員が立って乗車する機種が多い．そのような機種において衝突実験

用の人体ダミーを乗員に見立てて事故再現実験を行おうとする場合，人体ダミーが電動キックボード上

で自立せず，かつ電動キックボード自体も自立しないという問題が生じる． 

そのため，従来 JARI が確立していた電動キックボード単独の衝突実験方法では，1）専用の台車によ

り電動キックボードおよびその乗員を模した人体ダミーを立たせた状態で保持し，2）保持した状態の

まま台車ごと牽引して衝突速度まで加速させ，3）衝突直前に台車のみ減速停止させ，4）電動キックボ

ードおよび人体ダミーを慣性により台車から離脱させ，対象物に衝突させる方法を採っていた．本研究

においても同様の方法を基本に，四輪車との両車走行の実験を成立させるための工夫を施すことにした． 

 

3. 方法 

3.1  設備と機材 

従来から JARI が確立していた電動キックボード単独の衝突実験方法では，「牽引のための駆動装置

が単軸の実験設備」（以降，単軸の実験設備とする）7) を用いていた．そのため，電動キックボードと

四輪車を同時に牽引して衝突させることができず，静止した四輪車に対して電動キックボードを単独走

行にて衝突させていた．そこで本研究では，「交差する複数軸の駆動装置を備えた，自動車などのため

の衝突実験設備」（以降，複数軸の実験設備とする）8) を用いて，電動キックボードと四輪車を同期さ

せて牽引し，両車走行にて衝突させることにした． 

ただし，単軸の実験設備が駆動装置による台車の加速および減速停止を任意に行えたのに対し，本研

究の複数軸の実験設備は駆動装置の特性上，台車の加速は行えるものの減速停止は任意に行えないとい

う制約があった．そのため，本研究では台車を駆動装置で加速した後は両者を切り離して，減速停止を

駆動装置に頼らず台車自体で行うことにし，減速停止のためのエネルギ吸収装置を備えた台車を新たに

設計した（図 2）． 

 

 

 

図2  台車の設計 
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なお，本研究の複数軸の実験設備は，駆動装置が自動車などの牽引も可能な大出力を持つ反面，比較

的小さな出力の単軸の実験設備と比べると加速の滑らかさに劣るため，電動キックボードが加速途中な

どの不適切なタイミングで台車から離脱する恐れがあった．そのため，本研究では電動キックボードを

台車に結束して離脱の恐れがない状態で加速を開始し，その後加速が終了して等速運動に移行したタイ

ミングで結束を解除する独自の機構を考案した（図 3 a）． 

また，先行する事例においては，電動キックボードのハンドルを固定した状態で衝突実験を行ってい

ると見受けられるケースが存在した．これは，牽引時に電動キックボードの直進安定性を確保すること

が目的のひとつと考えられる．本研究においても，台車の試作段階で電動キックボードの牽引を試行し

たところ，概ね 10 km/h を超える速度域で路面の不整などをきっかけに電動キックボードのハンドルが

左右に振れ，直進安定性を損なう事象が生じたことから，牽引時に電動キックボードのハンドルを固定

しておく必要性が確認された．しかし，事故再現の観点からは，衝突瞬間以降はハンドルを固定しない

ことが望ましいため，本研究では電動キックボードのハンドルを固定した状態で加速を開始し，衝突直

前の適切なタイミングで固定を解除する独自の機構を考案した（図 3 b）． 

 

 

 

a) 電動キックボードを結束・結束解除する機構        b) ハンドルを固定・固定解除する機構 

 

図3  本研究にて考案した独自機構（概念図） 

 

3.2  実験の目的と条件設定 

前述の設備および機材を用いて，電動キックボードと四輪車の両車走行の衝突実験を実施し，その成

立性を確認した（図 4）．具体的には，電動キックボードおよび人体ダミーの姿勢の保持と離脱，ハン

ドルの固定解除に加え，衝突速度および衝突位置が目標通りとなるかを確認した． 

電動キックボードには特定小型原動機付自転車に分類される全長約 1.2 m の二輪かつ乗員が立って乗

車する機種を用い，四輪車には全長約 4.7 m の一般的なセダン型の乗用車を用いた．また，電動キック

ボードの乗員は成人男性相当の人体ダミー（Hybrid-Ⅲ 50 パーセンタイル成人男性．身長 1.75 m，体重

78 kg．立ち姿勢型）を用いて模擬した． 

衝突速度は，技術的に成立が難しい高速度の条件において実験が成立するかを確認するため，電動キ

ックボードと四輪車が共存し得る一般道路における走行速度規制の上限値（電動キックボード：20 km/h，

四輪車：60 km/h）を目標とした．また，衝突速度の目標に対するずれは，日本の自動車アセスメントに

おける側面衝突試験 9） などを参考に±1 km/h までとした．衝突位置については，実験後に四輪車側に

残された痕跡から初期接触の位置を確認しやすいよう，四輪車の運転席ドアの前後中央に電動キックボ

ードの前輪が初期接触することを目標とした． 

なお，本研究では上記の限られた条件で実験の成立性を確認しており，現実に発生し得る他の事故形

態（四輪車の前面と電動キックボード側面の衝突など）での実験の成立性については別途確認が必要で

ある． 
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図4  目標とした実験条件 

 

4. 結果 

図 5 に実験前の台車の外観を示す．台車本体の製作，および実験設備への設置を，設計仕様に基づき

実施した． 

図 6 に実験の様子を示す．牽引中の電動キックボードおよび人体ダミーの保持は安定しており，電動

キックボードの台車からの離脱やハンドルの固定解除にも問題がなく，離脱後から衝突瞬間まで電動キ

ックボードおよび人体ダミーの姿勢が崩れることはなかった．衝突速度の目標と実測の差異は 0.5 km/h

以下（電動キックボード：目標 20 km/h に対し実測 19.6 km/h，四輪車：目標 60 km/h に対し実測 60.5 

km/h），初期接触位置は四輪車の運転席ドアのほぼ前後中央であり（図 7），衝突速度および衝突位置

についても条件設定を満たす結果であった． 

以上の結果から，JARI における電動キックボードと四輪車の両車走行の衝突実験の成立性を確認す

ることができた． 

 

 

a) 左前方より                 b) 左後方より 

図5  台車の外観 
(a) 左前方より (b) 左後方より
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図6  実験時の挙動 

 

 
図7  実験後の四輪車右側面 
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5. まとめと今後の課題 

JARI では，電動キックボードと四輪車の両車走行の衝突実験方法を，機材の具現化と実験の成立性確

認を通じて確立することができた．本研究にて確立した衝突実験方法は，電動キックボードの衝突被害

軽減の研究などに資するものと考えられる． 

なお，本研究では四輪車の側面に電動キックボードが衝突するという限られた条件で実験の成立性を

確認しており，今後は，現実に発生し得る他の事故形態（四輪車の前面と電動キックボード側面の衝突

など）についても対応を拡大していく予定である． 

今後は，ラストワンマイルの移動や自動車免許を返納した高齢者の日常の足など，多様な移動のニー

ズに応えるモビリティが世の中に普及すると考えられる．電動キックボードをはじめとするこれらモビ

リティの安全に貢献できるよう，引き続き研究を進めていきたい． 
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リチウムイオン電池試験室の紹介* 
Introduction of a test chamber for lithium ion batteries 

 

前田  清隆*1 

Kiyotaka MAEDA  

 

 

近年の車両の電動化に伴い，リチウムイオン二次電池の安全性評価試験の需要が高まってい

る．一般財団法人日本自動車研究所（JARI）においては高まる試験需要に応えるため，既存の

試験室に加え，リチウムイオン電池試験室を新設した．本試験室は，耐火・耐熱性能やガス発

生時の浄化装置を備えており，モジュールの発火試験やパック保護試験が可能である．本稿で

は，新試験室で実施可能な試験の範囲，試験の例および本試験室の仕様などについて紹介する． 

 

KEY WORDS: EV・HEV システム，リチウムイオン電池，安全性評価試験 

 

 

1. はじめに 

温室効果ガスによる地球温暖化の進行を抑え，産業革命前と比較して気温上昇を 2 ºC 未満に抑えるた

め，製造から廃棄までの温暖化ガスの排出量が内燃機関車より少ない 1) ハイブリッド車（HEV），プラ

グインハイブリッド車（PHEV），電気自動車（EV）の普及が進んでいる．これらの車両は，駆動用の

電気エネルギーを貯蔵する二次電池を搭載する．従来，HEV にはニッケル水素二次電池が使用されてき

たが，近年はほとんどがリチウムイオン二次電池に置き換わっている．リチウムイオン二次電池を車両

に搭載するためには，法規への適合が求められる．例えば，安全性に関わる国連協定規則UN/ECE R100.03 

part22) では過充電保護や過昇温保護などの保護試験に加え，圧壊試験などの破壊試験が規定されている．

破壊試験においてリチウムイオン二次電池が外部短絡または内部短絡を起こして高温になった場合，負

極活物質の被膜の分解，電解液の気化・分解および電解液と負極活物質の反応などにより CO，CO₂，炭

化水素類が発生する 3), 4)．この反応によってさらなる発熱が生じ，電池内部の化学反応が制御不能にな

る，いわゆる熱暴走が発生する．熱暴走などによって電池内部で大量のガスが発生し，電池内の圧力が

上昇すると，電池が破裂する恐れがある．そのため，リチウムイオン二次電池には，内部の圧力を開放

する安全弁が作動するように設計されている．電池から排出された電解液や炭化水素類は可燃性である

ため，着火源があるまたは発火点を超え，十分な酸素がある場合に燃焼し，場合によっては爆発するこ

ともある．さらに，リチウムイオン二次電池の燃焼時などには，気化した電解液，CO，CO₂，炭化水素

類に加え，フッ化水素が発生することがあり，これらの多くは毒性を持つ 5) - 7)．したがって，リチウム

イオン二次電池の安全性評価試験を行うためには，電池の燃焼や爆発に耐えうるだけでなく，発生した

ガスを適切に外部に排出し，かつ，浄化することが可能な試験室が必要となる． 

一般財団法人日本自動車研究所（JARI）では，リチウムイオン二次電池の安全性評価試験を実施可能

な試験室を 2 つ保有しており，これまで基準および標準化活動のデータ取得，製造会社の研究開発など

に活用されてきた．近年の車両の電動化の進展に伴い，それらの試験室の稼働率が高止まりしているた

め，今回 3 つ目の試験室を新設した．本稿では，新設したリチウムイオン電池試験室で実施することが

可能な試験の範囲，試験の例および本試験室の仕様などについて紹介する． 
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2. 新設したリチウムイオン電池試験室で実施することが可能な試験  

新試験室で実施可能な試験を説明する前に，読者理解の参考として，はじめにリチウムイオン二次電

池の形態について説明する．一般的に，リチウムイオン二次電池の形態はセル，モジュールおよびパッ

クの 3 つがある．最小単位をセル（単電池），セルを複数個（通常 4～30 個程度）搭載したものをモジ

ュール（組電池），モジュールを複数個（通常 8～12 個程度）搭載したものをパックという．また，リ

チウムイオン二次電池のセルの形状は，円筒形，角形およびラミネート形（あるいは，パウチ形）の 3

つがある．ラミネート形の外装材はレトルト食品の梱包用フィルムと同様である．概略を図 1 に示す 8)． 

 

 

図 1  リチウムイオン二次電池の形態 8) 

 

従来，JARI が保有する試験室は，セルの試験を行うことが可能な飛散防止隔壁と 9)，EV の車両火災

試験までを行うことが可能な耐爆火災試験設備 10) の 2 つであった．そこで，新設した試験室は，それら

の中間に位置するモジュールの発火試験や，パックで発火が生じないことを確認する試験まで行うこと

が可能な仕様とした．各試験室における評価対象の形態ごとに実施可能な試験の範囲を表 1 に示す．な

お，飛散防止隔壁およびリチウムイオン電池試験室での試験の可否はあくまで一般的なものであり，セ

ルの電気的エネルギー貯蔵容量が比較的大きい場合は，リチウムイオン電池試験室または耐爆火災試験

設備で実施する．リチウムイオン電池試験室で実施可能な具体的な試験の範囲の例を表 2 に示す． 
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表1  既存の試験とリチウムイオン電池試験室で実施可能な試験の範囲 

  

飛散防止隔壁 

幅 3.0 m × 奥行 2.4 m  

× 高さ 2.5 m 

リチウムイオン電池試験室 

幅 5.1 m × 奥行 5.1 m  

× 高さ 3.8 m 

耐爆火災試験設備 

直径 18.0 m × 高さ 16.0 m 

評価対象の

形体 

発火の

可能性 

 

 

 

セル 
低 〇 〇 〇 

高 〇 〇 〇 

モジュール 
低 × 〇 〇 

高 × 〇 〇 

パック 
低 × 〇 〇 

高 × × 〇 

車両 
低 ― ― 〇 

高 ― ― 〇 

〇：実施可，×：実施不可，―：車両の搬入不可 

 

表2  リチウムイオン電池試験室で実施可能な試験の範囲の例 

評価対象の

形体 
発火の可能性 試験の例 試験の例の概要 実施の可否 

セル 

低 過放電試験 使用下限電圧未満まで放電する 11) 〇 

高 加熱試験 
雰囲気温度を室温から 5 ºC/min で

130 ºC まで昇温し，30 分保持する 11) 
〇 

モジュール 

低 水没試験 塩水に浸す 12) 〇 

高 圧壊試験 直径 150 mm の半円筒の治具で潰す 11) 〇 

パック 

低 外部短絡保護試験 
5 mΩ以下の抵抗で短絡させ，短絡電

流の制限や遮断の有無を確認する 1) 
〇 

高 熱連鎖試験 
パック内の 1 セルをヒータ加熱また

は釘刺しで強制的に熱暴走させる 13) 
× 

〇：実施可，×：実施不可 
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3. リチウムイオン電池試験室の仕様 

新設した試験室の外観を図 2 に，仕様を表 3 に示す．前述のようにリチウムイオン二次電池の安全性

評価試験では，ガスの発生や発火が生じることがある．そのため，床，壁，天井および扉は耐火耐熱性

能とした．扉の寸法は，電池パックの搬入および搬出を容易にするため適切に設計した．法規では試験

時の温度も定められており，例えば UN/ECE R100.031) の圧壊試験では，試験中の温度を 10 ºC～30 ºC に

保つことが規定されている．そのため，試験室にはエアコンを設置し，万が一を考慮して火炎対策も施

した．また，リチウムイオン二次電池の燃焼時等に発生するガスを浄化するため，ガス浄化装置を設置

した．本ガス浄化装置は，今後普及が見込まれる全固体リチウムイオン二次電池の安全性評価試験で発

生が想定される硫化水素も浄化可能である．発生したガスは天井の 4 つの排気口から排出され，浄化さ

れた後に屋外へ放出される．最大処理風量は，試験室の体積および換気回数が 1 回／分以上となるよう

に，最大 120 m³/min に設定した．万が一，設計以上の燃焼が発生した場合に備えて，天井には散水装置

を設置した．計測用および動力用の電源は試験室外壁に設置しているため，実験装置の持ち込みによる

試験も可能である． 

 

 

図 2  リチウムイオン電池試験室の外観 

 

表3  リチウムイオン電池試験室の主な仕様 

項目 仕様 

試験室の内寸 幅 5.1 m × 奥行 5.1 m × 高さ 3.8 m  

床 耐火耐熱（耐火煉瓦） 

壁 耐火耐熱（計測線および配管用のΦ100 mm の穴が 6 か所） 

天井 耐火耐熱 

扉 幅 3.1 m × 高さ 3.5 m 

温度の調整範囲 14 ℃～30 ºC 設定（熱および火炎対策済） 

ガス浄化装置 最大処理風量 120 m3/min，硫化水素対応 

散水装置 有り（天井中央） 

電源 AC100 V（15 A コンセント），AC200 V（三相三線 50 A，単相三線 30 A） 
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4. おわりに 

本稿では，新設したリチウムイオン電池試験室で実施可能な試験の範囲，試験の例および主な仕様に

ついて紹介した．リチウムイオン電池試験室は，JARI が 15 年以上実施してきた車載用リチウムイオン

電池の安全性評価試験の経験に基づいて設計したものである．本試験室が，基準および標準化活動への

貢献，大学や研究機関の基礎研究，製造会社の研究開発等に役立てれば幸いである． 
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